
建設工事等競争入札参加登録業者 各位 
 

富士宮市契約管理課契約係 
 

市内業者優先発注等について 
 
 本市では、従前より建設工事等の発注にあたり、本市経済の活性化及び市内業者（富

士宮市内に主たる営業所がある者）の育成・健全な発展を図る観点から、できる限り

市内業者に発注するよう努めております。 
 競争入札参加登録業者各位におかれましては、このような本市の考え方についてご

理解とご協力をいただき、本市発注工事を受注された際には、市内業者のより一層の

受注機会の確保について特段のご配慮を賜りたく、下記事項について十分努力される

ようお願い申し上げます。 
 

記 
 
１ 本市発注工事の施工に際し下請発注する場合は、できる限り市内業者を活用する

よう努めてください。 
 
２ 工事を下請発注する際には、各々対等な立場において、適正な価格で請け負わせ

ること、下請代金を適正な期間内（１か月以内）に支払うこと（支払い代金はでき

る限り現金払いとし、手形払いと併用する場合には現金比率を高め、特に労務費相

当分を現金払いとするなど支払い条件を定めること）等、下請契約及び下請代金支

払の適正化に努めてください。 
 ※ 特に以下のような不適正な下請取引は行わないこと。 

不明瞭な見積条件、書面による契約前の工事着手、不当に低い請負代金による契約

の締結の要求、指値発注による不適正な下請取引、赤伝処理等による一方的な代金

の差し引き、下請負担による追加工事など 

 
３ 工事施工に必要な工事資材、建設機械等を購入又は借入する場合は、できる限り

市内業者を活用するよう努めてください。 
 
※ なお、総合評価落札方式での発注においては、下請け業者の市内活用を評価項目 

とし、加点の対象とする工事もありますので、ご留意ください。 
 


